
慰
霊
の
日（
６
月
23
日（
木
））市
役
所「
閉
庁
」

６
月
23
日
の
慰
霊
の
日
は
、
市
の
休
日
を
定
め
る

条
例
に
基
づ
き
休
日
に
な
り
ま
す
。
市
役
所
は
閉

庁
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
向
け
臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
受
付
の
終
了
が
間
近
で
す
！

平
成
28
年
４
月
４
日
（
月
）
か
ら
郵
送
お
よ
び
市

役
所
１
階
特
設
窓
口
に
て
、
高
齢
者
向
け
臨
時
福

祉
給
付
金
の
申
請
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請

期
限
は
、
７
月
４
日
（
月
）
ま
で
。
ま
た
、
受
付

期
間
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
受

給
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
世
帯
に
は
４
月
上
旬
に

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

【
申
請
方
法
に
関
す
る
こ
と
】

那
覇
市
高
齢
者
向
け
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
☎
９
９
３
・
１
０
６
７

【
制
度
に
関
す
る
こ
と
】

厚
生
労
働
省
臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
す
る
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・
０
３
７
・
１
９
２

無
料
低
額
診
療
事
業
調
剤
処
方
助
成
事
業
を

開
始
し
ま
す

医
療
機
関
が
実
施
す
る
無
料
低
額
診
療
事
業
の
適

用
を
受
け
て
い
る
方
を
対
象
に
、
調
剤
処
方
に
係

る
自
己
負
担
分
の
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

【
事
業
開
始
】
６
月
１
日
～

 

■問
福
祉
政
策
課
☎
８
６
２
・
９
０
０
２

ひ
と
り
親
家
庭
対
象
！

進
学
費
用
の
相
談
は
お
早
め
に

母
子
、
父
子
、
寡
婦
家
庭
の
自
立
を
促
す
た
め
、

お
子
さ
ん
が
大
学
な
ど
に
就
学
す
る
際
に
必
要
な

資
金
（
修
学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
な
ど
）
の
貸

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

貸
付
に
は
要
件
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
進
路
決
定
前

の
ご
相
談
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

※
貸
付
は
審
査
後
に
決
定
し
ま
す
。
ご
期
待
に
添

え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※
貸
付
金
の
支
払
い
開
始
ま
で
、
受
付
か
ら
少
な

く
と
も
２
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

 

■問
子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１
・
６
９
５
１

平
成
28
年
度
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
関
す
る
お
知
ら
せ

平
成
28
年
度
に
対
象
と
な
る
方
へ
４
月
中
旬
頃

「
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
の
お
知

ら
せ
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

 

■期
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

 

■対
①
平
成
28
年
度
中
に
65
、
70
、
75
、
80
、
85
、

90
、
95
、
100
歳
と
な
る
方
、
ま
た
は
②
60
～
64
歳

の
内
部
疾
患
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
者

お
よ
び
同
程
度
の
診
断
を
受
け
て
い
る
方

（
※
過
去
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方
は
対
象
外
で
す
）

 

■費
４
千
円
（
自
己
負
担
額
）　

※
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
は
無
料

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
全
額
自
己
負
担

 
■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

平
成
28
年
度
Ｍ
Ｒ
２
期
接
種
に
関
す
る

お
知
ら
せ

Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
は
麻
し
ん
と
風
し
ん
両
方
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
ワ
ク
チ
ン
で
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
十
分
な
抗
体
を
得
る
た
め
に
は
、
第

１
期
と
し
て
１
歳
～
２
歳
未
満
に
１
回
、
第
２
期

と
し
て
小
学
校
就
学
前
の
１
年
間
に
１
回
の
、
合

わ
せ
て
２
回
の
接
種
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

 

■期
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

 

■対
平
成
29
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す
る
お
子

さ
ん
（
保
育
園
、
幼
稚
園
の
年
長
さ
ん
）

 

■費
無
料
　
※
期
限
を
過
ぎ
る
と
全
額
自
己
負
担

 

■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

児
童
手
当
の
「
現
況
届
」
は

６
月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
況
届
は
、
現
在
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
の

所
得
状
況
、
児
童
の
養
育
状
況
を
確
認
し
、
引
き

続
き
受
け
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
大
切
な
届
出

で
す
。

 

■期
６
月
１
日
（
水
）
～
６
月
30
日
（
木
）

【
現
況
届
と
一
緒
に
提
出
す
る
主
な
必
要
書
類
】

・
受
給
者
（
口
座
名
義
人
）
の
健
康
保
険
証
の
写

し
ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書
（
平
成
28
年
６
月
１

日
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
ま
た
は
共
済
年
金
に
加

入
し
て
い
る
方
の
み
）

・
平
成
28
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
受
給
者
ま
た

は
配
偶
者
が
市
外
に
住
所
の
あ
っ
た
場
合
は
、
受

給
者
と
そ
の
配
偶
者
の
平
成
28
年
度
の
所
得
証
明

書
（
１
月
１
日
時
点
の
住
所
地
で
発
行
）

・
平
成
28
年
６
月
１
日
に
お
い
て
、
児
童
が
市
外

に
い
る
場
合
は
、
児
童
が
属
す
る
世
帯
全
員
の
住

民
票
謄
本
（
本
籍
地
、
筆
頭
者
の
表
示
が
あ
る
も

の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
無
い
も
の
）

※
世
帯
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
以

外
に
も
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

自
宅
に
届
く
関
係
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
】
市
役
所
３
階
44
番
窓
口
（
１
階
ハ
イ

サ
イ
市
民
課
、
各
支
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
）

※
自
宅
に
届
い
た
書
類
に
返
信
用
封
筒
が
入
っ
て

い
る
場
合
は
、
郵
送
で
も
受
付
し
て
い
ま
す
。
６

月
30
日
ま
で
の
消
印
有
効
で
す
。
切
手
を
貼
っ
て

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
遅
れ
ま
た
は
書
類
不
備
が
あ
る
場
合
、
次

回
の
支
払
日
（
10
月
７
日
（
金
））
に
支
払
い
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

■問
子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１
・
６
９
５
１

平
成
26
、27
年
度
の「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」が

未
提
出
の
み
な
さ
ん
へ

平
成
26
、
27
年
度
の
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
を
提

出
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
必
要
書
類
を
添
え

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
年
間
続
け
て
現
況
届
の

提
出
が
な
い
場
合
は
、
手

当
を
受
け
る
資
格
が
な
く

な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
役
所
３
階

45
番
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

■問
子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１
・
６
９
５
１

6
月
乳
幼
児
健
診

「
か
み
か
み
講
演
会
」
を
開
催
し
ま
す

 

■日
６
月
２
日（
木
）14
時
～
16
時（
受
付
13
時
半
～
）

 

■場
市
保
健
所
　  

■費
無
料

 

■内
歯
科
医
師
に
よ
る
食
べ
る
機
能
の
発
達
、
離

乳
食
の
す
す
め
方
な
ど
　

 

■対
市
在
住
の
妊
婦
、
１
歳
６
か
月
頃
ま
で
の
乳

幼
児
の
父
母
や
祖
父
母
、
そ
の
他
興
味
の
あ
る
方

（
親
子
健
康
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

 

■定
な
し
（
託
児
希
望
者
の
み
要
予
約
）

 

■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

栄
養
相
談
・
妊
産
婦
栄
養
相
談

【
栄
養
相
談（
要
予
約
）】

 

■日
６
月
６
日
（
月
）、
７
月
11
日
（
月
）

※
国
保
加
入
者
は
特
定
健
診
課（
８
６
２
・
０
５
６
４
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

■内
食
生
活
の
改
善
方
法
、
生
活
習
慣
病
予
防

【
妊
産
婦
栄
養
相
談（
要
予
約
）】

 

■日
６
月
20
日
（
月
）、
７
月
25
日
（
月
）

 

■内
妊
娠
中
や
産
後
の
食
事
、
乳
幼
児
食
な
ど

【
時
間
】
各
々
13
時
半
～
16
時
半

（
1
時
間
程
度
の
個
別
相
談
）

 
■場
市
保
健
所
（
栄
養
相
談
室
）　  ■

対
市
民

 
■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
ク
ー
ポ
ン
券
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
無
料
受
診
券
の
お
知
ら
せ

①
平
成
28
年
度
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
ク
ー
ポ
ン

券
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
職
場
な
ど
で
検
診
の
機
会
が
あ
る
方
は
、
そ
ち

ら
を
利
用
し
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
右
表
の
内
、
子
宮
頸
が
ん
の
20
歳
以
外
、
乳
が

ん
の
40
歳
以
外
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
以
降

に
市
の
補
助
を
受
け
て
い
な
い
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

※
平
成
28
年
４
月
１
日
時
点
の
年
齢
で
す
。

②
平
成
28
年
度
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
無
料
受
診
券
の
対

象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
こ
れ
ま
で
に
１
度
も
受
け
て
い
な
い
方
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
平
成
29
年
３
月
31
日
時
点
の
年
齢
で
す
。

 

■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

「
健
康
づ
く
り
市
民
会
議
」
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト

市
民
、
関
係
機
関
・
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
行

政
な
ど
が
一
体
と
な
り
市
民
総
が
か
り
で
健
康
づ

く
り
に
取
り
組
む
「
健
康
づ
く
り
市
民
会
議
」
を

設
立
し
ま
す
。
そ
の
周
知
を
図
る
た
め
、
キ
ッ
ク

オ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

 

■日
６
月
30
日
（
木
）
15
時
～
17
時

 

■場
パ
レ
ッ
ト
市
民
劇
場

 

■内
「
健
康
な
は
21
（
第
２
次
）」
に
つ
い
て
、
職

場
で
健
康
づ
く
り
を
実
践
し
た
取
組
の
報
告
な
ど 

 

■対
市
民
、
健
康
づ
く
り
市
民
会
議
参
加
団
体
、

関
係
機
関
・
団
体
な
ど
　 ■

費
無
料

 

■問
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

InformationInformation

iphone、ipadの場合 Androidの場合

那覇市公式
Facebook

スマホなどで見られる広報紙

お
知
ら
せ

子宮頸がん対象者生年月日
平成  7年4月2日～平成  8年4月1日(20歳)
平成  2年4月2日～平成  3年4月1日(25歳)
昭和60年4月2日～昭和61年4月1日(30歳)
昭和55年4月2日～昭和56年4月1日(35歳)
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日(40歳)
乳がん対象者生年月日
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日(40歳)
昭和45年4月2日～昭和46年4月1日(45歳)
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日(50歳)
昭和35年4月2日～昭和36年4月1日(55歳)
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日(60歳)

対象者生年月日
昭和51年4月1日～
昭和52年3月31日
(40歳)
昭和46年4月1日～
昭和47年3月31日
(45歳)
昭和41年4月1日～
昭和42年3月31日
(50歳)
昭和36年4月1日～
昭和37年3月31日
(55歳)
昭和31年4月1日～
昭和32年3月31日
(60歳)

45 2016年（平成28年） 6 月2016年（平成28年） 6 月

通知時期 受診可能な期限 健診日および受付時間

乳
児
健
診

前期 ３か月頃 ６か月未満まで 5日(日)・19日(日)・26日(日)
13時～15時

後期 9か月頃 1歳未満まで 5日(日)・19日(日)・26日(日)
9時～10時45分

1歳6か月児
健診 １歳８か月頃 2歳未満まで 9日(木)・16日(木)・22日（水）・

30日(木)　13時～14時半

3歳児健診 3歳6か月頃 4歳未満まで 7日(火)・14日(火)・21日(火)・
28日(火)　13時～14時半

※お子様の健診時期に個別通知を行っています(年間予定はホームページに掲載) 

■場 市保健センター　

 

■問 地域保健課☎８５３-７９６２


